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一 

は
じ
め
に

　

米
国
で
は
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
働
く
人
が
急
増
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
の
時
点
で
、
人
口
の
約
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る

五
三
〇
〇
万
人
以
上
が
伝
統
的
な
働
き
方
以
外
で
収
入
を
得
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
今
後
も
伸
び
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
オ

ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
し
て
仕
事
に
就
く
人
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
な

か
で
も
代
表
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ウ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

（
1
）

（
2
）
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ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
創
業
し
た
ウ
ー
バ
ー
は
瞬
く
間
に
ほ
ぼ
全
州
に
広
が
り
、
二
〇
一
七
年
時
点
で
七
七
カ
国
、
六
一
六
都
市

で
営
業
し
て
い
る
。
そ
の
資
産
価
値
は
六
二
五
億
ド
ル
と
も
い
わ
れ
、
こ
れ
は
巨
大
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
フ
ォ
ー
ド
や
ホ
ン
ダ
に
匹
敵

す
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

　

ウ
ー
バ
ー
あ
る
い
は
リ
フ
ト
と
い
っ
た
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
も
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
っ
た
同
様
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

が
増
え
、
い
わ
ゆ
る
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
拡
大
し
て
い
る
。
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド
エ
コ
ノ
ミ
ー
あ
る
い
は
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
も
呼
ば
れ
、
一
般
に
「
雇
用
主
の
も
と
で
働
く
の
で
は
な
く
、
一
時
的
な
仕
事
や
個
別
の
仕
事
を
し
て
、
そ
の
都
度

報
酬
を
受
け
取
る
働
き
方
」
と
定
義
さ
れ
る
（Cam
bridge D

ictionary O
nline

）。
先
に
述
べ
た
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か

に
、「
サ
ム
タ
ッ
ク
（
英
語
で
押
し
ピ
ン
と
い
う
意
味
）」
や
「
ハ
ン
デ
ィ
」
と
い
っ
た
便
利
屋
の
紹
介
サ
イ
ト
や
、「
フ
ィ
ー
ス
ト
リ

ー
」
や
「
イ
ー
ト
ウ
ィ
ズ
」
と
い
っ
た
ミ
ー
ル
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
サ
イ
ト
を
通
し
て
働
く
人
も
多
い
。

　

五
〇
万
人
以
上
い
る
と
も
い
わ
れ
る
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手
は
ウ
ー
バ
ー
と
契
約
ベ
ー
ス
で
働
く
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
自
分
の

好
き
な
時
に
好
き
な
だ
け
仕
事
が
で
き
る
と
い
う
点
と
、
比
較
的
高
い
報
酬
（
運
転
手
は
料
金
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

と
し
て
受
け
取
る
）
に
魅
力
を
感
じ
て
運
転
手
と
し
て
働
く
人
が
多
い
。

　

米
国
労
働
統
計
局
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
働
き
方
を
選
択
す
る
人
が
増
え
た
こ
と
で
、
仕
事
の
性
質
そ
の
も
の
が
変
化
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
。
か
つ
て
は
使
用
者
─
労
働
者
と
い
う
予
見
し
や
す
い
労
働
関
係
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の
一
部
は
フ

リ
ー
ラ
ン
サ
ー
、
派
遣
労
働
者
、
日
雇
い
労
働
者
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
今
や
こ
の
よ
う
な
働
き
方
、
雇
い
方
は
レ
ス

ト
ラ
ン
、
建
築
現
場
、
小
売
り
な
ど
だ
け
で
な
く
、
教
育
機
関
で
も
み
ら
れ
る
。
使
用
者
、
労
働
者
以
外
の
第
三
者
が
介
入
す
る
関
係

で
は
、
伝
統
的
な
使
用
者
─
労
働
者
の
関
係
が
み
え
に
く
く
な
る
一
方
で
、
低
賃
金
、
手
薄
い
福
利
厚
生
や
社
会
保
障
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
、
と
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
拡
大
を
危
惧
す
る
見
解
も
あ
る
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
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二 

労
働
者
か
個
人
事
業
主
か

　

フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
の
増
加
と
と
も
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
が
労
働
者
性
の
問
題
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
い
う
名

目
で
働
い
て
い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は
労
働
者
で
は
な
く
個
人
事
業
主
で
あ
る
。
ウ
ー
バ
ー
、
リ
フ
ト
、
サ
ム
タ
ッ
ク
、
ハ
ン
デ
ィ
、
フ

ィ
ー
ス
ト
リ
ー
、
イ
ー
ト
ウ
ィ
ズ
な
ど
先
に
あ
げ
た
ビ
ジ
ネ
ス
で
働
く
人
は
通
常
、
個
人
事
業
主
と
し
て
会
社
と
契
約
し
て
い
る
。
し

か
し
、
ウ
ー
バ
ー
や
リ
フ
ト
と
契
約
に
も
と
づ
き
個
人
事
業
主
と
し
て
働
い
て
い
た
運
転
手
が
自
身
の
働
き
方
と
地
位
に
疑
問
を
持
ち
、

「
個
人
事
業
主
・
労
働
者
」
の
分
類
時
に
過
誤
が
あ
る
と
し
て
会
社
を
相
手
ど
っ
て
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
が
複
数
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
分
類
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
か
つ
複
雑
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　

企
業
が
自
己
の
雇
用
す
る
労
働
者
で
は
な
く
個
人
事
業
主
を
活
用
す
る
の
は
失
業
保
険
税
、
雇
用
税
、
諸
々
の
福
利
厚
生
の
負
担
義

務
や
使
用
者
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
、
か
つ
、
柔
軟
な
労
働
力
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
米
国
で
は
比
較
的
古
く
か
ら
、

個
人
事
業
主
や
派
遣
労
働
者
を
利
用
す
る
こ
と
で
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
労
働
者
を
雇
う
際
に
生
じ
る
面
倒
な
手
続
き
や
諸
々
の

責
任
を
回
避
す
る
と
い
う
慣
行
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に
、
事
業
の
根
幹
部
分
以
外
の
人
員
や
、
短
期
的
あ
る
い
は
緊
急
時
に
必
要
と

な
る
人
員
、
ま
た
、
特
別
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
の
人
員
を
充
足
す
る
際
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
使
用
者
と
し
て
の
責
任

を
回
避
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
経
済
的
に
大
き
く
、
労
働
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
に
、
幅
ひ
ろ
く
個
人
事
業
主
を
利
用
す
る
企
業
が
増

え
て
き
た
。
一
方
、
内
国
歳
入
庁
、
労
働
省
、
州
政
府
に
と
っ
て
は
、
労
働
者
で
あ
れ
ば
支
払
わ
れ
る
は
ず
の
諸
税
が
、
個
人
事
業
主

と
し
て
分
類
さ
れ
れ
ば
支
払
わ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
は
歳
入
減
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
各
政
府
は
労
働
者
で
あ
る
べ
き
人
が
個
人

事
業
主
と
し
て
分
類
さ
れ
る
と
い
う
「
分
類
時
の
過
誤
」
に
厳
し
く
目
を
光
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
個
人
事
業
主
か
労
働
者
か
の
区
別
は
実
の
と
こ
ろ
非
常
に
難
し
い
。
内
国
歳
入
庁
や
労
働
省
な
ど
各
省
庁
は
、
過
去
の
裁
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判
例
を
考
慮
し
て
、
独
自
の
審
査
方
法
で
労
働
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
る
。

　

内
国
歳
入
法
典
（Internal Revenue A

ct

）
上
の
労
働
者
に
関
す
る
定
義
は
個
々
の
税
法
に
よ
り
異
な
る
が
、
内
国
歳
入
庁
は
労

働
者
性
の
判
断
に
つ
い
て
以
下
の
二
〇
要
素
か
ら
な
る
コ
モ
ン
ロ
ー
テ
ス
ト
を
基
準
と
し
て
い
る
。

　

①
指
揮
の
程
度
（
会
社
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
業
務
が
行
わ
れ
る
か
を
指
揮
し
て
い
れ
ば
、
雇
用
関
係
が
認
め
ら
れ

得
る
）

　

②
教
育
訓
練
の
程
度
（
会
社
が
特
定
の
教
育
訓
練
を
提
供
す
る
場
合
は
、
雇
用
関
係
が
認
め
ら
れ
得
る
）

　

③
会
社
の
行
う
事
業
へ
の
統
合
の
程
度
（
当
該
者
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
会
社
の
事
業
運
営
に
統
合
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
事
業
の

成
功
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
、
当
該
者
は
労
働
者
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

④
業
務
の
提
供
が
本
人
に
よ
っ
て
直
接
な
さ
れ
て
い
る
か
（
会
社
が
特
定
の
人
に
よ
っ
て
業
務
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
、
指
揮

を
行
使
す
る
場
合
は
、
雇
用
関
係
が
認
め
ら
れ
得
る
。
個
人
事
業
主
は
通
常
、
自
由
に
業
務
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
）

　

⑤
会
社
が
採
用
、
監
督
、
給
与
管
理
を
行
っ
て
い
る
か
（
会
社
が
当
該
者
の
助
手
の
採
用
お
よ
び
監
督
を
行
い
、
給
与
を
支
払
う
場

合
、
そ
こ
に
は
雇
用
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑥
継
続
的
関
係
の
有
無
（
会
社
と
当
該
者
の
間
に
継
続
的
な
関
係
が
あ
る
場
合
は
雇
用
関
係
が
生
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
得
る
。
た

だ
し
、
個
人
事
業
主
で
あ
っ
て
も
複
数
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
連
続
す
る
場
合
に
は
継
続
的
な
関
係
が
発
生
し
得
る
）

　

⑦
労
働
時
間
が
決
め
ら
れ
て
い
る
か
（
会
社
が
当
該
者
の
労
働
日
や
労
働
時
間
を
決
定
し
て
い
れ
ば
、
労
働
者
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑧
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
（
会
社
が
当
該
者
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
強
要
し
て
い
る
場
合
、
労
働
者
と
認
め
ら
れ

得
る
）

　

⑨
会
社
の
施
設
内
で
の
勤
務
か
否
か
（
業
務
の
遂
行
が
そ
の
他
の
場
所
で
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
の
施
設
内
で
の
業
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務
を
強
要
し
て
い
る
場
合
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑩
手
順
・
順
序
の
設
定
の
有
無
（
会
社
が
業
務
遂
行
の
順
序
や
手
順
を
決
定
す
る
場
合
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑪
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
か
（
会
社
が
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
る
定
期
的
な
報
告
書
の
提
出
を
求

め
て
い
る
場
合
、
雇
用
関
係
が
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑫
一
定
期
間
ご
と
に
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
か
（
報
酬
の
支
払
い
が
時
間
給
制
、
週
給
制
、
ま
た
は
月
給
制
で
行
わ
れ
て
い
る
場

合
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
。
一
方
、
報
酬
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
や
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
制
で
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、

個
人
事
業
主
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑬
出
張
経
費
は
支
払
わ
れ
て
い
る
か
（
会
社
が
当
該
者
の
出
張
費
用
や
経
費
を
負
担
し
て
い
る
場
合
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

得
る
）

　

⑭
道
具
や
材
料
は
支
給
さ
れ
た
も
の
か
（
当
該
者
が
会
社
の
提
供
す
る
道
具
、
材
料
、
設
備
を
使
用
し
て
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
場

合
は
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑮
重
大
な
投
資
の
有
無
（
当
該
者
が
自
分
の
仕
事
場
に
投
資
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑯
損
益
に
対
す
る
認
知
の
有
無
（
当
該
者
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
報
酬
を
受
け
取
り
、
自
ら
の
業
務
に
関
す
る
損
益
を
認
識
し

て
い
な
い
場
合
は
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑰
一
度
に
複
数
の
企
業
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
る
か
（
当
該
者
が
一
度
に
複
数
の
会
社
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
場
合
は
、

個
人
事
業
主
と
認
め
ら
れ
得
る
）

　

⑱
一
般
社
会
で
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
か
（
当
該
者
が
自
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
一
般
社
会
が
利
用
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
れ
ば
、
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
）
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⑲
解
雇
権
の
有
無
（
会
社
が
当
該
者
に
対
す
る
一
方
的
な
解
雇
権
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
。）

　

⑳
契
約
解
除
権
の
有
無
（
労
働
者
は
雇
用
契
約
を
一
方
的
に
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
個
人
事
業
主
は
業
務
契
約
の

解
除
に
際
し
て
契
約
条
項
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
）

　

コ
モ
ン
ロ
ー
テ
ス
ト
で
は
以
上
二
〇
項
目
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
労
働
者
性
を
判
断
す
る
。
ま
た
、
連
邦
失
業
保
険
税
法
（Feder-

al U
nem

ploym
ent T

ax A
ct

）、
従
業
員
退
職
所
得
保
障
法
（Em

ployee Retirem
ent and Incom

e Security A
ct of 1974

）、

全
国
労
働
関
係
法
（N

ational Labor Relations A
ct

）
と
い
っ
た
法
律
上
の
労
働
者
性
の
判
断
に
お
い
て
も
基
本
的
に
こ
の
テ
ス

ト
が
用
い
ら
れ
る
。

　

一
方
、
労
働
省
で
は
公
正
労
働
基
準
法
（Fair Labor Standards A

ct of 1938, A
s A

m
ended

）
上
の
労
働
者
性
判
断
に
つ
き

別
の
基
準
を
用
い
て
い
る
。
公
正
労
働
基
準
法
は
「
労
働
者
」
に
つ
い
て
、「
労
働
者
と
は
使
用
者
に
雇
用
さ
れ
る
個
人
の
こ
と
を
意

味
す
る
」（§ 203 (e) (1)

）
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
当
該
者
が
公
正
労
働
基
準
法
上
、
労
働
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
使
用
者
（
会
社
）
と
当
該
者
の
間
に
雇
用
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
正
労
働
基
準
法
の
い
う
「
雇
用
」
の
意
味
は
広
く
、
当

該
者
が
会
社
の
事
業
に
経
済
的
に
依
存
し
て
い
れ
ば
両
者
の
間
に
雇
用
関
係
が
あ
り
、「
労
働
者
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
得
る
。
逆
に

経
済
的
に
独
立
し
て
い
れ
ば
個
人
事
業
主
と
な
る
。
労
働
省
が
労
働
者
性
の
判
断
基
準
に
用
い
る
「
経
済
的
依
存
性
」
テ
ス
ト
は
通
常
、

次
の
六
要
素
で
あ
る
。

　

①
業
務
が
会
社
の
事
業
に
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
か
否
か
（
当
該
者
が
行
う
業
務
が
会
社
の
事
業
に
不
可
欠
な
部
分
で
あ
れ
ば
、
当

該
者
は
当
該
会
社
に
経
済
的
に
依
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
）

　

②
損
益
に
影
響
を
与
え
る
管
理
能
力
が
あ
る
か
否
か
（
管
理
能
力
は
当
該
者
が
採
用
や
監
督
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
で
判
断

さ
れ
る
）

（
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）
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③
設
備
投
資
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
（
当
該
者
が
個
人
事
業
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
損
益
が
発
生
す
る
何
ら
か
の
投
資
を
行
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
）

　

④
ス
キ
ル
と
自
発
性
（
労
働
者
、
個
人
事
業
主
と
も
に
ス
キ
ル
を
有
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
個
人
事
業
主
の
場
合
は
独
立
し
た
事

業
上
の
判
断
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
由
市
場
で
競
合
相
手
と
競
争
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
個
人
事

業
主
と
判
断
さ
れ
得
る
。
大
工
、
建
設
労
働
者
、
電
気
技
師
な
ど
の
ス
キ
ル
自
体
が
個
人
事
業
主
で
あ
る
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
職
業
に
就
く
人
が
経
済
的
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る
）

　

⑤
会
社
と
の
関
係
の
永
続
性
（
会
社
と
の
関
係
に
永
続
性
が
あ
れ
ば
労
働
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
非
永
続
性
が
業

種
や
職
種
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
や
使
用
者
が
日
常
的
に
派
遣
会
社
な
ど
を
利
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
会
社
と
の
関
係

に
永
続
性
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
）

　

⑥
会
社
の
指
揮
権
の
性
質
と
程
度
（
業
務
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
金
額
、
業
務
に
あ
て
る
時
間
、
業
務
の
遂
行
方
法
、
他
で
仕
事
を

し
た
り
助
手
を
雇
っ
た
り
で
き
る
か
否
か
で
、
会
社
の
指
揮
権
の
性
質
と
程
度
が
判
断
さ
れ
る
。
労
働
者
も
個
人
事
業
主
も
使
用
者
の

指
揮
が
最
小
限
に
留
ま
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
場
合
が
あ
り
判
断
が
難
し
い
。
労
働
時
間
を
自
分
で
決
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
や
、
就

労
場
所
が
自
宅
で
あ
る
と
か
会
社
の
施
設
以
外
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
は
判
断
さ
れ
な
い
）

　

な
お
、
こ
の
「
経
済
的
依
存
性
」
テ
ス
ト
は
公
正
労
働
基
準
法
以
外
に
も
、
労
働
省
が
管
轄
す
る
公
民
権
法
第
七
編
（T

itle V
ii of 

the Civil Rights A
ct of 1964

）
や
雇
用
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
法
（A

ge D
iscrim

ination in Em
ploym

ent A
ct of 1967

）、

障
害
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
人
法
（A

m
ericans w

ith D
isabilities A

ct of 1990

）、
家
族
医
療
傷
病
休
暇
法
（Fam

ily and M
edi-

cal Leave A
ct of 1993

）
と
い
っ
た
法
律
上
の
労
働
者
性
判
断
に
も
用
い
ら
れ
る
。

　

コ
モ
ン
ロ
ー
テ
ス
ト
や
経
済
的
依
存
性
テ
ス
ト
は
連
邦
省
庁
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
の
で
は
な
く
、
数
々
の
裁
判
例
が
積
み
重
ね

（
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ら
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
が
あ
っ
て
も
、
労
働
者
か
個
人
事
業
主
か
の
判
断
は
容
易
で
は
な

く
、
個
々
の
事
例
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
判
断
を
よ
り
困
難
に
し
て
い
る
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
省
庁
が
採
用
す
る
判
断
基
準

が
異
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
省
で
労
働
者
と
認
め
ら
れ
た
人
が
、
内
国
歳
入
庁
で
は
労
働
者
と
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
ケ
ー
ス
が
発
生
し
得
る
状
況
に
あ
り
、
実
務
に
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
は
三
〇
年
以
上
前
の
労
働
環

境
や
雇
用
慣
行
を
背
景
に
し
て
お
り
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
著
し
く
発
展
し
た
現
代
の
事
情
に
マ
ッ
チ
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
も
出
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
連
邦
省
庁
の
姿
勢
は
、
労
働
者
か
個
人
事
業
主
か
の
分
類
時
の
過
誤
の
監
視
を
強
化
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
労
働
省
は
二
〇
一
五
年
に
公
正
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
性
」
が
容
易
に
肯
定
さ
れ
得
る
よ
う
行
政
解
釈
の
変
更

を
公
表
し
て
い
る
。

三 

ウ
ー
バ
ー
訴
訟

　

数
十
万
人
の
運
転
手
を
個
人
事
業
主
と
し
て
利
用
す
る
ウ
ー
バ
ー
は
世
界
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
訴
訟
を
多
数
抱
え
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
な
か
で
代
表
的
な
事
例
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
が
分
類
時
の
過
誤
を
理
由
に

会
社
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
の
決
着
は
二
〇
一
七
年
一
〇
月
現
在
つ
い
て
い
な
い
が
、
分
類
時
の
過
誤
の
問
題
が
い
か
に

根
深
い
か
を
示
す
事
例
で
あ
り
、
こ
こ
で
本
訴
訟
の
経
過
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

 

【
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ケ
ー
ス
】

　

二
〇
一
三
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
ウ
ー
バ
ー
と
の
契
約
に
も
と
づ
き
個
人
事
業
主
の
運
転
手
と
し
て
働
い
て
い
た
オ
コ
ナ
ー
ら

原
告
三
名
は
、
自
分
た
ち
が
個
人
事
業
主
で
は
な
く
労
働
者
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
労
働
法
の
保
護
、
な
ら
び
に
自
動
車
の
ガ

ソ
リ
ン
代
な
ど
の
経
費
の
払
い
戻
し
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
し
て
、
ウ
ー
バ
ー
に
対
し
て
訴
え
を
起
こ
し
た
。
原
告
ら
に
よ
る
と
、

（
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会
社
は
運
転
手
の
輸
送
サ
ー
ビ
ス
提
供
方
法
や
手
段
に
対
し
て
相
当
な
指
揮
命
令
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
原
告
ら
は
、
ウ
ー
バ
ー
が
顧

客
に
対
し
て
、
料
金
の
中
に
チ
ッ
プ
が
含
ま
れ
て
お
り
、
別
途
運
転
手
に
チ
ッ
プ
を
渡
す
必
要
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
も
の
の
、
運

転
手
は
料
金
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
チ
ッ
プ
全
額
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
訴
え
、
こ
れ
が
チ
ッ
プ
全
額
を
運
転
手
や
労
働

者
に
支
払
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
労
働
法
第
三
五
一
条
に
違
反
し
て
お
り
、
会
社
が
こ
れ
ら
全
額
を
原
告
ら
に
支

払
う
義
務
が
あ
る
と
し
た
。
原
告
ら
は
本
訴
訟
を
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
よ
う
申
し
立
て
た
。
一
方
、
ウ
ー
バ
ー
は
運
転
手
の
労

働
時
間
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
対
し
て
は
最
小
限
の
指
揮
命
令
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
運
転
手
は
労
働
者
で
は
な
い
と
反
論
し
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
二
〇
一
五
年
九
月
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
運
転
手
を
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
対

象
の
ク
ラ
ス
と
認
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
九
年
以
降
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
ウ
ー
バ
ー
ブ
ラ
ッ
ク
、
ウ
ー
バ
ー
Ｘ
、
ウ
ー

バ
ー
Ｓ
Ｕ
Ｖ
の
運
転
手
と
し
て
働
き
、
①
個
人
名
で
ウ
ー
バ
ー
ま
た
は
ウ
ー
バ
ー
の
関
連
会
社
と
直
接
的
に
運
転
手
契
約
を
締
結
し
、

②
個
人
名
で
ウ
ー
バ
ー
ま
た
は
ウ
ー
バ
ー
の
関
連
会
社
か
ら
直
接
支
払
い
を
受
け
、
か
つ
、
③
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
条
項
を
受
け
入
れ
て
い

な
い
者
が
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手
と
し
て
働
い
て
い
る
人
お
よ
び
働
い
た

こ
と
の
あ
る
人
約
十
六
万
人
の
う
ち
、
約
八
千
人
が
ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
裁
判
所
は
ク
ラ
ス
を
拡
大
し
た

た
め
、
結
果
的
に
認
定
さ
れ
た
ク
ラ
ス
の
規
模
は
二
十
四
万
人
を
超
え
る
ま
で
に
膨
ら
ん
だ
。
ウ
ー
バ
ー
は
仲
裁
合
意
を
何
度
か
提
案

し
た
が
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
却
下
し
た
。

 

【
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ケ
ー
ス
】

　

二
〇
一
四
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
ウ
ー
バ
ー
と
契
約
に
も
と
づ
き
個
人
事
業
主
の
運
転
手
と
し
て
働
い
て
い
た
ユ
ー
セ
ソ
イ

ら
が
、
労
働
者
性
の
存
在
を
訴
え
、
ウ
ー
バ
ー
が
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
チ
ッ
プ
法
、
同
州
最
低
賃
金
お
よ
び
時
間
外
労
働
に
関
す
る

法
律
な
ど
に
違
反
し
、
契
約
違
反
や
不
法
妨
害
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
裁
判
所
は
、
原
告

（
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の
訴
え
の
う
ち
、（
労
働
者
か
個
人
事
業
主
か
の
）
分
類
時
の
過
誤
に
関
す
る
訴
え
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
チ
ッ
プ
法
違
反
に
関
す

る
訴
え
、
不
法
妨
害
に
関
す
る
訴
え
以
外
を
棄
却
し
、
そ
の
後
二
〇
一
五
年
一
月
、
本
案
裁
判
籍
を
類
似
の
事
案
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
オ
コ
ナ
ー
の
ケ
ー
ス
と
同
時
に
審
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
移
動

し
た
。

 

【
和
解
案
】

　

二
〇
一
六
年
四
月
、
上
記
ケ
ー
ス
の
審
理
が
開
始
さ
れ
る
直
前
に
、
ウ
ー
バ
ー
は
両
原
告
ら
と
和
解
合
意
に
達
し
た
と
発
表
し
た
。

和
解
案
は
、
ウ
ー
バ
ー
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
お
よ
び
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
対
象
運
転
手
合
計
三
八
万
五
〇

〇
〇
人
に
対
し
て
八
四
〇
〇
万
ド
ル
を
支
払
い
、
さ
ら
に
会
社
が
新
規
株
式
公
開
を
し
、
一
年
以
内
に
二
〇
一
五
年
十
二
月
の
企
業
価

値
の
一
・
五
倍
以
上
に
到
達
し
た
場
合
は
追
加
で
一
六
〇
〇
万
ド
ル
を
支
払
い
、
一
方
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
は
労
働
者
で
は
な
く
個
人

事
業
主
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
同
和
解
案
に
も
と
づ
く
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
運
転
手
は
一
人
当
た
り
一
〇
ド
ル
か
ら

一
九
五
〇
ド
ル
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
運
転
手
は
一
人
当
た
り
一
二
ド
ル
か
ら
九
七
九
ド
ル
を
受
け
取
る
計
算
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
同
年
八
月
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
本
合
意
案
が
公
正
で
も
な
け
れ
ば
、
適
切
で
も
合
理

的
で
も
な
い
と
し
て
、
本
合
意
案
を
却
下
す
る
決
定
を
下
し
た
。

 

【
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
】

　

こ
の
ケ
ー
ス
は
実
際
に
審
理
に
入
る
前
に
和
解
合
意
の
提
示
が
あ
っ
た
た
め
、
運
転
手
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
は
最
終
的
な
判
断
が

ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ウ
ー
バ
ー
の
主
張
は
「
当
社
は
個
人
の
自
動
車
オ
ー
ナ
ー
が
個
人
の
取
引
き
を
行
う
た
め
に
利
用
す
る
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
運
転
手
は
個
人
事
業
主
で
あ
り
、
当
社
は
運
転
手
の
労
働
時
間
に
一
切
関

与
し
て
お
ら
ず
、
個
人
所
有
の
自
動
車
を
運
転
す
る
の
に
か
か
っ
た
費
用
を
払
い
戻
す
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所

（
18
）

（
19
）
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に
対
し
て
、「
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
個
人
事
業
主
と
し
て
働
き
続
け
た
い
」
と
す
る
四
〇
〇
人
の
運
転
手
の
供
述
書
を
提
出
し
て

い
る
が
、
運
転
手
が
労
働
日
や
労
働
時
間
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ウ
ー
バ
ー
が
運
転
手
の
出
勤
日
に
関
し
て
あ
る
程
度
の

指
揮
命
令
権
を
行
使
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
の
決
定
で
、
①
運
転
手
と
い
う
職
業
は
特
に
密
接
な
監
督

を
必
要
と
す
る
職
業
で
は
な
い
、
②
運
転
に
は
特
別
な
ス
キ
ル
は
必
要
な
い
、
③
運
転
手
は
ウ
ー
バ
ー
の
定
期
的
で
か
つ
不
可
欠
な
事

業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
労
働
者
性
が
肯
定
さ
れ
る
が
、
他
方
、
①
運
転
手
が
自
分
の
車
両
を
使
用
し
て
い
る
、
②

運
転
手
が
他
の
運
転
手
を
自
分
の
代
わ
り
に
運
転
手
と
し
て
雇
う
こ
と
が
で
き
る
、
③
雇
用
関
係
は
な
い
と
す
る
合
意
書
に
運
転
手
が

署
名
し
て
い
る
、
こ
と
を
考
慮
す
る
と
個
人
事
業
主
の
身
分
が
肯
定
さ
れ
る
と
述
べ
、
こ
の
問
題
は
審
理
さ
れ
、
陪
審
に
よ
る
判
断
を

仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
労
働
者
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
〇
一
五
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
労
働
局
が
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手
の
労
働
者
性

を
認
め
た
ケ
ー
ス
や
、
二
〇
一
六
年
に
英
国
の
雇
用
審
判
所
が
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
は
労
働
者
で
あ
る
と
判
断
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
七
年
五
月
に
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
ウ
ー
バ
ー
や
リ
フ
ト
を
含
む
「
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
」
で
働
く
運
転
手
は
一
定

の
要
件
を
満
た
す
か
ぎ
り
、
労
働
者
で
は
な
く
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
定
め
る
法
律
が
成
立
し
て
い
る
（
フ
ロ
リ
ダ
州
法
六
二
七
・
七

四
八
）。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
①
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
は
運
転
手
が
会
社
の
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ロ
グ
オ
ン
す
る
時
間
を
一
方
的
に

特
定
し
な
い
、
②
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
は
運
転
手
が
他
の
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
の
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
す
る
こ

と
を
禁
止
し
な
い
、
③
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
は
運
転
手
が
他
の
事
業
や
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
制
限
し
な
い
、
④
輸
送
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
会
社
と
運
転
手
は
、
当
該
会
社
に
お
け
る
運
転
手
の
身
分
が
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
い
う
書
面
に
合
意
し
て
い
る
、
と
い
う
四

（
20
）

（
21
）

（
22
）
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点
を
満
た
す
場
合
は
、
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
の
運
転
手
は
個
人
事
業
主
で
あ
る
。

四 

課
題

　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
利
用
者
の
増
大
に
よ
っ
て
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
拡
大
し
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
今
後
、
労

働
者
か
個
人
事
業
主
か
の
分
類
問
題
に
直
面
す
る
人
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
分
類
時
の
過
誤
を
訴
え
る
訴
訟
も
増
え
続
け

る
と
予
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
働
く
人
の
働
き
方
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
五
年
に
公
表
さ
れ
た
米
国
の
ウ
ー

バ
ー
運
転
手
の
働
き
方
を
分
析
し
た
論
文
で
は
、
彼
ら
彼
女
ら
の
特
徴
と
典
型
的
な
働
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
図
表
1
が
示
す
よ
う

に
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
は
「
車
両
を
運
転
し
て
顧
客
を
運
搬
す
る
」
と
い
う
職
業
の
た
め
、
伝
統
的
な
タ
ク
シ
ー
運
転
手
と
比
較
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
両
者
の
特
徴
に
は
異
な
る
部
分
が
多
い
。
年
齢
は
一
般
タ
ク
シ
ー
運
転
手
よ
り
も
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
方
が
全
般
的

に
若
く
、
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
三
九
歳
以
下
で
あ
る
（
三
九
歳
以
下
の
一
般
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
）。
ウ
ー

バ
ー
運
転
手
の
方
が
女
性
比
率
、
短
大
卒
業
者
・
大
学
卒
業
者
の
比
率
、
白
人
の
比
率
が
高
い
。
ま
た
、
両
者
の
働
き
方
も
大
き
く
異

な
る
。
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
多
く
が
週
あ
た
り
一
五
時
間
以
下
し
か
働
い
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
一
般
タ
ク
シ
ー
運
転
手
で
一
五
時

間
以
下
し
か
働
い
て
い
な
い
の
は
わ
ず
か
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
週
に
五
〇
時
間
以
上
働
い
て
い
る
運
転
手
は
一
般
タ
ク
シ
ー
で
は

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
い
る
が
、
ウ
ー
バ
ー
で
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
（
図
表
2
）。
さ
ら
に
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
多
く
は
週
に

よ
っ
て
労
働
時
間
を
変
え
て
い
る
（
図
表
3
）。

　

ま
た
、
約
二
〇
万
人
の
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
柔
軟
な
働
き
方
の
利
点
を
調
査
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
運

転
手
は
こ
の
種
の
仕
事
か
ら
得
ら
れ
る
柔
軟
性
と
い
う
恩
恵
を
重
視
し
、
予
期
せ
ぬ
不
測
の
事
態
（
子
ど
も
の
急
病
な
ど
）
に
対
応
で

（
23
）

（
24
）
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図表 1　ウーバードライバー、タクシードライバー、全労働者の特徴

ウーバードライバー1） 一般タクシー
ドライバー2） 全労働者3）

年齢 18-29歳 19.1％  8.5％ 21.8％

30-39歳 30.1％ 19.9％ 22.5％

40-49歳 26.3％ 27.2％ 23.4％

50-64歳 21.8％ 36.6％ 26.9％

65歳以上 2.7％  7.7％  4.6％

性別 女性 13.8％  8.0％ 47.4％

学歴 高校中退  3.0％ 16.3％  9.3％

高校卒業 9.2％ 36.2％ 21.3％

短大卒業・大学中退 40.0％ 28.8％ 28.4％

大学卒業 36.9％ 14.9％ 25.1％

大学院卒業 10.8％  3.9％ 16.0％

人種 白人 40.3％ 26.2％ 55.8％

黒人 19.5％ 31.6％ 15.2％

アジア系 16.5％ 18.0％  7.6％

他の非ヒスパニック  5.9％  2.0％  1.9％

ヒスパニック 17.7％ 22.2％ 19.5％

　既婚 50.4％ 59.4％ 52.6％

　養育中の子どもあり 46.4％ 44.5％ 42.2％

　学校に通学中  6.7％  5.0％ 10.1％

　退役軍人  7.0％  5.3％  5.2％

回答数

注1）Benenson Strategy Group が2014年に行った調査にもとづく。
注2）American Community Survey が2012年から2013年にかけて行った調査にもとづく。
注3）American Community Survey が2012年から2013年にかけて行った調査にもとづく。
出所：Jonathan V. Hall and Alan B. Krueger, “An Analysis of the Labor Market for Uber’s Driver-

Partners in the United States,” NBER Working Paper No. 22843, November 2016, p9, 
http://www.nber.org/papers/w22843. last visited July 25, 2017
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図表 2　ウーバードライバーと一般タクシードライバーの平均週労働時間
ウーバードライバー 一般タクシードライバー

週当たり1～15時間 51%  4%

週当たり16～34時間 30% 15%

週当たり35～49時間 12% 46%

週当たり50時間以上  7% 35%

出所：Jonathan V. Hall and Alan B. Krueger, “An Analysis of the Labor Market 
for Uber’s Driver-Partners in the United States,” NBER Working Paper No. 
22843, November 2016, p20, http://www.nber.org/papers/w22843. last visited 
July 25, 2017

図表 3　ウーバードライバーの週毎の労働時間の変化
	 （前週と比較した今週の労働時間増減）
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出所：Jonathan V. Hall and Alan B. Krueger, “An Analysis of the Labor Market 
for Uber’s Driver-Partners in the United States,” NBER Working Paper No. 
22843, November 2016, p20, http://www.nber.org/papers/w22843. last visited 
July 25, 2017
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き
る
よ
う
仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
で
き
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
。
ウ
ー
バ
ー
は
「
好
き
な
時
に
好
き
な
時
間
だ
け
働

く
」
と
い
う
利
点
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
お
り
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
大
多
数
が
、
学
校
に
通
っ
て
い
る
、
介
護
を
し
て
い
る
、
別
に
フ
ル

タ
イ
ム
の
仕
事
を
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
事
情
に
応
じ
て
、
働
く
日
や
時
間
を
調
整
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
論
文
や
報
告
書
の
デ
ー
タ
を
み
る
と
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
が
い
か
に
柔
軟
な
働
き
方
を
し
て
い
る
か
が
伺
え
る
。
運
転
手

と
い
う
仕
事
は
特
に
高
度
な
ス
キ
ル
を
必
要
と
す
る
職
種
で
は
な
い
。
近
年
、
米
国
企
業
の
多
く
は
、
高
ス
キ
ル
労
働
者
に
対
し
て
は
、

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
や
テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
柔
軟
な
働
き
方
を
広
く
提
供
し
て
い
る
が
、
低
ス
キ
ル
労
働
者
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
決
ま

っ
た
労
働
日
に
決
ま
っ
た
労
働
時
間
で
働
く
と
い
う
伝
統
的
な
働
き
方
を
求
め
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
な
か
、
高
度
な
ス
キ
ル
を

必
要
と
し
な
い
な
が
ら
も
自
分
の
都
合
に
応
じ
て
柔
軟
に
働
け
る
と
い
う
働
き
方
は
、
こ
れ
ま
で
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も

よ
い
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
派
遣
で
は
、
派
遣
労
働
者
は
働
く
時
期
や
場
所
は
あ
る
程
度
選
択
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
場

合
は
派
遣
先
の
就
業
時
間
に
合
わ
せ
て
出
勤
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
一
般
的

に
、
労
働
時
間
は
短
く
て
も
、
決
ま
っ
た
日
に
決
ま
っ
た
時
間
の
労
働
が
要
求
さ
れ
る
。
ウ
ー
バ
ー
を
始
め
と
す
る
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー

で
は
、
あ
く
ま
で
も
仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
の
は
自
分
で
あ
り
、「
自
分
が
自
分
の
ボ
ス
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の

ウ
ー
バ
ー
運
転
手
は
競
合
相
手
の
リ
フ
ト
に
も
登
録
し
て
、
両
者
か
ら
臨
機
応
変
に
オ
ー
ダ
ー
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
働
き
方
を
す
る
人
を
数
十
年
前
に
た
て
ら
れ
た
既
存
概
念
で
「
労
働
者
」
と
分
類
す
る
の
が
果
た
し
て
最
良
の
判
断
で

あ
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
う
の
は
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

識
者
の
意
見
や
裁
判
例
は
労
働
者
性
を
肯
定
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
混
在
す
る
が
、
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手
ら
は
会
社
の
利

益
の
た
め
に
働
い
て
お
り
、
柔
軟
に
働
け
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
労
働
者
が
受
け
る
べ
き
公
正
労
働
基
準
法
に
も
と
づ
く
基
本
的
な
保

障
─
最
低
賃
金
や
時
間
外
労
働
手
当
─
な
ど
を
奪
う
の
は
公
正
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
が
や
や
優
勢
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

（
25
）
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た
し
か
に
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
の
働
き
方
は
伝
統
的
な
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
は
異
な
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
と
い
う
点
に
お
い

て
は
裁
量
性
と
柔
軟
性
が
高
い
。
こ
の
一
点
だ
け
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
、
労
働
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
や
報
酬
や
補
償
の
観
点
で
は
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
に
交
渉
力
は
な
く
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
な
ど
と
名
乗

る
運
転
手
と
顧
客
の
間
に
入
る
仲
介
者
（
会
社
）
が
ほ
ぼ
一
方
的
に
作
成
し
た
契
約
書
に
同
意
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
点
に
焦
点
を
あ

て
る
と
、
独
立
し
た
個
人
事
業
主
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
を
始
め
と
す
る
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
で

働
く
人
の
多
く
は
既
存
の
労
働
者
で
も
個
人
事
業
主
で
も
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
入
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
既
存
の
判
断
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
労
働
者
か
個
人
事
業
主
か
を
判
断
す
る
の
は
公
正
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
会
社
は
労

働
コ
ス
ト
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
働
き
手
を
個
人
事
業
主
と
し
て
分
類
す
る
可
能
性
が
高
く
、
交
渉
力
を
持
た
な
い
働
き
手
に

と
っ
て
不
利
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
入
る
人
を
公
正
に
取
り
扱
う
た
め
に
は
何
ら
か
の
法
的
対
応
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
。

　

情
報
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
財
団
（Inform

ation T
echnology and Innovation Foundation, IT

IF

）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。
各
政
府
が
労
働
者
性
の
基
準
を
拡
大
し
、
労
働
者
と
個
人
事
業
主
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ギ
グ
エ
コ

ノ
ミ
ー
企
業
は
労
働
コ
ス
ト
の
増
大
を
避
け
る
た
め
に
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
努
力
を
強
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

本
来
で
あ
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
と
顧
客
満
足
度
の
向
上
の
た
め
に
行
う
で
あ
ろ
う
働
き
手
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
チ
ェ
ッ
ク
や
教
育
訓
練
、

顧
客
に
よ
る
評
価
シ
ス
テ
ム
、
価
格
の
設
定
な
ど
を
、
そ
れ
ら
を
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
な
ど
で
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が

高
く
な
る
と
危
惧
し
、
避
け
る
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
悪
化
に
つ
な
が
り
、
会
社
、
働
き

手
、
顧
客
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
働
く
人
を
こ
れ
ま
で
の
手
法
に
し
た
が
っ

て
労
働
者
性
を
判
断
す
る
と
い
う
の
は
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
。

（
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ま
た
、
米
国
で
職
場
を
規
律
す
る
法
律
は
公
正
労
働
基
準
法
（Fair Labor Standards A

ct

）
や
職
業
安
全
衛
生
法
（O

ccupa-

tional Safety and H
ealth A

ct 

）
と
い
っ
た
労
働
法
制
か
ら
内
国
歳
入
法
（Internal Revenue Code

）
と
い
っ
た
税
法
に
加
え

て
、
各
州
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
よ
っ
て
労
働
者
性
の
判
断
基
準
が
微
妙
に
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
で

は
個
人
事
業
主
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
も
、
別
の
判
断
基
準
で
は
同
じ
人
が
労
働
者
と
判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
や
、
Ａ
州
で
は
個
人
事
業

主
と
判
断
さ
れ
て
も
、
Ｂ
州
で
は
労
働
者
と
判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
同
財
団
で
は
個
人
事
業
主
と
し
て
働
く
人
に
も
教
育
訓
練
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
資
産
運
用
へ
の
助
言
を
提
供

で
き
る
よ
う
に
法
改
正
す
べ
き
だ
し
、
連
邦
議
会
で
次
の
よ
う
な
三
種
類
の
改
革
を
提
案
し
て
い
る
。

　

①
適
応
措
置　

正
規
労
働
者
と
個
人
事
業
主
の
中
間
に
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
る
（
こ
れ
に
よ
り
現
行
法
の
問
題
点
は
改
善
さ

れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
正
規
労
働
者
、
個
人
事
業
主
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
ず
れ
に
も
合
致
し
な
い
働
き
方
が
依
然
と
し
て
残
る

お
そ
れ
が
あ
る
。）

　

②
是
正
措
置　

主
要
労
働
関
連
法
を
改
め
て
精
査
し
、
目
的
に
合
わ
せ
て
調
整
し
直
す
（
こ
の
方
法
は
理
想
的
に
み
え
る
が
、
長
い

期
間
を
要
す
る
。）

　

③
保
留
措
置　

ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
依
存
し
て
働
く
人
の
区
分
方
法
を
起
草
す
る
（
こ
の
方
法
が
短
期
的
に

は
容
易
で
あ
ろ
う
。）

　

同
財
団
の
提
案
①
と
類
似
し
た
案
を
提
唱
す
る
意
見
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
労
働
者
（em

ployee

）
と
個
人
事
業
主
（independent 

contractor

）
と
い
う
既
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ほ
か
に
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
マ
ッ
チ
す
る
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
独
立
ワ
ー
カ
ー
（in-

dependent w
orker

）」
を
設
置
し
、
個
人
事
業
主
が
受
け
ら
れ
な
い
労
働
者
と
し
て
の
保
障
─
団
結
権
、
団
体
交
渉
権
、
労
災
補
償

な
ど
─
を
附
与
す
る
一
方
で
、
時
間
外
労
働
手
当
や
最
低
賃
金
保
障
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。
仲
介
者
に
独
立
ワ
ー
カ
ー
を

（
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）

（
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プ
ー
ル
す
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
仲
介
者
は
各
種
保
険
や
給
付
に
安
価
に
加
入
・
提
供
で
き
る
一
方
で
、
独
立
ワ
ー
カ
ー
と
の
関
係
が

雇
用
関
係
と
認
め
ら
れ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五 

む
す
び
に
か
え
て

　

米
国
の
労
働
市
場
は
活
動
的
で
あ
る
一
方
で
、
他
の
多
く
の
国
と
同
じ
く
高
齢
化
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
労
働
人
口
は
二
〇
二

五
年
ま
で
増
加
す
る
も
の
の
、
増
加
率
は
わ
ず
か
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
若
年
の
失
業
者
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
な
ど
、
活
用
さ
れ
て
い
な
い
労
働
力
も
多
い
。
そ
の
隠
れ
た
労
働
力
を
い
か
に
活
用
す
る
か
が
高
齢
化
時
代
に
お
け
る
雇
用
拡
大
の

鍵
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
ま
さ
に
そ
の
鍵
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
米
国
人
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
な
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
た
仕
事
の
仲
介
や
あ
っ
せ
ん
が
、
労
働
市
場
の
活
性
化
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
は
非
常
に
大
き
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
働
き
方
で
あ
れ
、
現
在
活
用
さ
れ
て
い
な
い
労
働
力
が

活
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
抑
制
せ
ず
に
促
進
す
る
方
向
で
最
良
の
方
法
を
探
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
働
き
手
が
不
利
な
取
扱
い

を
受
け
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
行
法
制
で
は
、
仲
介
者
（
会
社
）
が
「
個
人
事
業
主
」
と

い
う
枠
組
み
を
最
大
限
に
利
用
し
て
巨
額
の
利
益
を
得
る
一
方
で
、
働
き
手
の
多
く
が
十
分
な
保
護
や
補
償
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
従
来
の
「
労
働
者
」
や
「
個
人
事
業
主
」
の
枠
組
み
の

中
間
に
あ
た
る
「
独
立
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
新
設
す
る
と
い
う
案
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
米
国
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
諸
国
や
欧
州
諸
国
で
も
拡
大
し
て
お
り
、
労
働
者
性
の
問
題
と
米

国
が
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
か
に
国
際
的
な
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
米
国
政
府
に
は
、
各
国
の
模
範
と
な
る
よ
う

な
姿
勢
で
法
整
備
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
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Sara H
orow

itz, 

“Freelancers in the U
.S. W

orkforce,

” M
onthly Labor R

eview
, U

.S. Bureau of Labor Statistics, O
ctober 

2015, https://doi.org/10.21916/m
lr.2015.37 (last visited July 25, 2017).

Jeff W
ald, 

“5 Predictions for the Freelance Econom
y in 2017,

” Forbes, D
ecem

ber 12, 2016, https://w
w

w
.forbes.com

/
sites/w

aldleventhal/2016/12/12/5-predictions-for-the-freelance-econom
y-in-2017/#6a913072370a (last visited July 26, 2017).

Eric A
uchard, 

“Now
 roughly equal in value, U

ber and D
aim

ler trade gently blow
s,

” Reuters T
echnology, June 8, 2016,

http://w
w

w
.reuters.com

/article/us-autos-uber-daim
ler-idU

SK
CN

0Y
U

2IN

（last visited July 26, 2017

）.

サ
ム
タ
ッ
ク
は
大
工
仕
事
、
塗
装
、
引
越
し
か
ら
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
や
音
楽
レ
ッ
ス
ン
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
で
き
る
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
利
用
者
に
紹
介
し
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
二
月
時
点
の
登
録
者
数
は
約
一
五
万
人
で
あ
る
（Glenn Carter, Secrets of 

the Sharing E
conom

y Part 2: U
nofficial G

uide to U
sing A

irbnb, U
ber &

 M
ore to E

arn $1000ʼs, K
indle Edition, (2016).

）

ハ
ン
デ
ィ
も
サ
ム
タ
ッ
ク
と
同
様
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
清
掃
、
水
道
工
事
、
電
気
工
事
、
引
越
、
家
具
の
組
立

て
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
（Carter, supra note 4

）。

フ
ィ
ー
ス
ト
リ
ー
は
コ
ッ
ク
と
し
て
の
経
験
が
な
い
人
の
登
録
を
認
め
て
お
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
コ
ッ
ク
が
腕
を
磨
け
る
機
会
を
提
供
し
て

い
る
（Carter, supra note 4

）。

イ
ー
ト
ウ
ィ
ズ
も
フ
ィ
ー
ス
ト
リ
ー
と
類
似
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
コ
ッ
ク
の
経
験
を
積
む
た
め
と
い
う
よ
り
も
デ

ィ
ナ
ー
パ
ー
テ
ィ
や
ソ
ー
シ
ャ
ラ
イ
ジ
ン
グ
に
重
点
を
置
い
て
い
る
（Carter, supra note 4.

）。
以
上
、
拙
著
『
米
国
ギ
グ
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と

フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
を
め
ぐ
る
課
題
』（
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
・
研
究
所
員
の
鳥
瞰
虫
瞰V

ol. 2

）, http://w
w

w
.w

orks-i.com
/col-

um
n/w

orks02/keikokaylaoka/　

を
参
照
。

ウ
ー
バ
ー
Ｘ
（
四
人
乗
り
の
車
両
）
の
運
転
手
の
時
間
あ
た
り
平
均
所
得
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
十
六
ド
ル
か
ら
二
九
ド
ル
で
あ
る

（Jonathan V
. H

all and A
lan B. K

rueger, 

“An A
nalysis of the Labor M

arket for U
berʼs D

river-Partners in the U
nited 

States,

” N
BE

R
 W

orking Paper N
o. 22843, N

ovem
ber, 2016, http://w

w
w

.nber.org/papers/w
22843 (last visited July 25, 

2017).

）。

T
hom

as Perez, 

“Rising to the Challenge of a 21st Century W
orkforce,

” M
onthly Labor R

eview
, the Bureau of Labor 

Statistics, July 2015, https://doi.org/10.21916/m
lr.2015.22 (last visited July 31, 2017).
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IRS Revenue Ruling 87-41 (1987).
Charles J. M

uhl, 

“What is an em
ployee? T

he answ
er depends on the federal law

,

” M
onthly Labor R

eview
, the Bureau 

of Labor Statistics, January 2002, pp. 5-8, https://w
w

w
.bls.gov/opub/m

lr/2002/01/art1full.pdf (last visited July 31, 2017).
Goldberg v. W

hitaker H
ouse Co-op., Inc., 366 U

.S.28 (1961), Rutherford Food Corp. v. M
cCom

b, 331 U
.S. 722 (1947).

M
uhl, supra note 11, at 5-8.

U
.S. D

epartm
ent of Labor, A

dm
inistratorʼs Interpretation N

o. 2015-1 (2015).
O

ʼConnor v. U
ber T

echs, Inc., 2013 U
.S. D

ist. LEX
IS 172477 (N

.D
. Cal., D

ec 6, 2013).
O

ʼConnor v. U
ber T

echs, Inc., 80 Cal Com
p. Cases 852 (N

.D
. Cal., Sep 1, 2015).

Y
ucesoy v. U

ber T
echs, Inc., N

o.4:15 cv 00262 EM
C (N

.D
. Cal., M

ar 19, 2015).
O

ʼConnor v. U
ber T

echs., 201 F. Supp. 3d 1110 (N
.D

. Cal., A
ug 18, 2016).

O
ʼConnor v. U

ber T
echs, Inc., supra note 18.

O
ʼConnor v. U

ber T
echs, Inc., supra note 18.

本
件
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
個
人
事
業
主
と
し
て
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手
を
し
て
い
た
人
が
、
自
分
は
個
人
事
業

主
で
は
な
く
労
働
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
負
担
し
た
経
費
の
払
戻
し
な
ど
を
請
求
し
た
も
の
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
労
働
委
員
会
は
過
去
の
裁
判
例
（
タ
ク
シ
ー
運
転
手
や
ピ
ザ
の
配
達
員
）
を
も
と
に
、
当
該
運
転
手
の
労
働
者
性
を
認
め
、
ウ
ー
バ
ー
に
当
該

運
転
手
が
負
担
し
た
経
費
の
約
四
一
五
二
ド
ル
を
支
払
う
よ
う
求
め
た
（M

ike Issac and N
atasha Singer, 

“California Says U
ber D

riv-
er is Em

ployee, N
ot a Contractor,

” The N
ew

 Y
ork T

im
es, June 15, 2015.

）。

英
国
で
複
数
の
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
が
、
ウ
ー
バ
ー
が
自
分
た
ち
に
対
し
て
指
揮
命
令
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
人
事
業
主
（
自

営
）
で
は
な
く
ウ
ー
バ
ー
の
労
働
者
で
あ
る
と
訴
え
た
審
判
で
、
英
国
の
雇
用
審
判
所
は
「
ウ
ー
バ
ー
運
転
手
が
ウ
ー
バ
ー
の
成
功
に
多
大
に
貢

献
し
て
お
り
、
運
転
手
は
自
営
で
は
な
く
、
会
社
事
業
の
一
部
と
し
て
会
社
の
た
め
に
働
く
」
と
述
べ
、
彼
ら
の
労
働
者
性
を
認
め
た
（U

. K
. 

Em
ploym

ent T
ribunals, Case N

os:2202550/2015 &
 O

thers (O
ctober 28, 2016), Chris Johnson, 

“Uber D
rivers W

in K
ey Em

-
ploym

ent Case,

” BBC, O
ctober 28, 2016, http://w

w
w

.bbc.com
/new

s/business-37802386 (last visited A
ugust 18, 2017).

）。

U
ber

側
は
控
訴
し
て
い
る
。
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H
all and K

rueger, supra note 8.
M

.K
eith Chen, Judith A

. Chevalier, Peter E. Rossi, Em
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